
地区のまちづくりの方針 

・防潮堤の整備は、一線堤と二線堤の間を離すな
ど、最善の機能を目指す。 
 
・高台移転先は乙部、新田、古田等の高台のうち、
一箇所に移転する。 
 
・市街地に残りたい方のために、市街地の一部を
嵩上げし住宅地を整備する。 
 
・将来的には、浸水しない周辺の地区も含め安全
な高台に全戸移転をすることを基本とした町づく
りを進める。 
 
・高台に公共施設や商業施設等皆が集まる場所
を整備する。 
 
・災害公営住宅は高台に整備する。 
 
・国道45号の位置や高さは、復興まちづくり計画
の状況に応じて検討する。 
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田老地区の復興まちづくり計画について 

「田老地区復興まちづくり検討会」からの提言内容 



宮古北高校 

野中地区 

田老インターチェンジ 

  予定地 

  

大平地区 

（駅前） 

乙部高台 

野原地区 

田老一中 

  

田老総合事務所 

  
田老一小 

  

和野 

兄形 

提言を基に市が策定した復興まちづくり計画 

地区のまちづくりの方針 

【計画図に掲載出来た内容】 
・防潮堤等を整備（一線堤T.P.＋14.7ｍ、ニ
線堤T.P.＋10.0ｍ）します。 

 

※一線堤の整備については、検討会の提言
を受け検討中です。後日、一線堤を所管す
る岩手県が説明会を開催する予定です。 

 

・一定以上の浸水が予想される区域には、
災害危険区域を設定します。 

 

・防災集団移転促進事業により、乙部に高
台住宅地を整備します。 

 

・都市再生区画整理事業により、市街地の
一部において、嵩上げ住宅地を整備します。 

 

・国道45号は、嵩上げ住宅地に整備します。 

 

・高台住宅地に連絡する道路を整備します。 
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【計画図に掲載出来なかった内容】 
・産業、商業、住宅などの土地利用については、提言を尊重し検討します。 

 

・避難場所・避難路については、提言を尊重し検討します。 

 

・災害公営住宅については、まちづくり計画及び意向を確認し検討します。 

 （現在、田老地区において140戸程度の建設を予定しています。） 

可能な限り計画に 

反映出来るよう検討を進め
ていきます。 

③災害公営住宅整備事業 

⑦津波遺産等保存整備事業 

⑤道路等整備事業 

（荒谷～乙部高台） 

①防災集団移転促進事業 

（高台住宅地の整備） 

0   200   500ｍ 

⑤道路等整備事業 

（漁港～乙部高台） 災害危険区域の設定 
  

②都市再生区画整理事業 

（住宅地の整備。意向を踏
まえ一部を嵩上げ） 

④海岸保全施設等整備事業 

（一線堤T.P.+14.7m、二線堤
T.P.+10.0m） 

国道の嵩上げ地へのシフト 

⑥津波避難路等整備事業等 

  

三陸沿岸道路の整備 

（避難機能の確保） 

国道、県道 

鉄道 

市道 

防潮堤等 

⑤道路等整備事業 

（和野～乙部高台） 



提言と市が策定した復興まちづくり計画の相違点 
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【高台移転先】 
・高台移転先については、人口の分散を抑制し、
嵩上げした市街地と一体的なまちづくりが可能
な乙部の高台を選定しました。 

 

【国道45号の位置】 
・国道45号は、利便性が高く災害に強い道路と
するため、嵩上げした市街地と併せて整備しま
す。 

 

【災害公営住宅の配置】 
・アンケート結果より、嵩上げした市街地にも災
害公営住宅を整備します。 

 

【全戸移転】 
・一定以上の浸水が予想される区域について
は、災害危険区域を設定し住宅の建築を制限
します。 

 

・住宅の建築を制限される区域の方々の移転
先として、乙部に高台住宅地、市街地に嵩上げ
住宅地を整備します。 

 

・嵩上げした市街地は、国道45号を併せて整
備し、利便性と安全性を高め、市街地としての
再生を図ります。 
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田老地区 
65% 

他の場所 
16% 

未定 
19% 

【今後の居住場所は】 

 今後の居住場所についての質問に、田老地区が６５％、他の場所が１６％、 
未定が１９％であった。 

意向調査（H24.2）アンケート結果（配布数751 回収数577 回収率76.8％） 

※アンケート結果を組み合わせてグラフを作成しています。わかりやすく言葉を変更したり、四捨五入
など端数調整を行っています。また、重複回答や未記入があるため誤差が生じます。 
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田老 

地区 
65% 

他の 

場所 
16% 

未定 
19% 

【田老地区内のどこに居住したいか】 

 田老地区内のどこに居住を希望するかの質問に、田老の嵩上げした市街地が１５％、
高台が５０％。 

※アンケート結果を組み合わせてグラフを作成しています。わかりやすく言葉を変更したり、四捨五入
など端数調整を行っています。また、重複回答や未記入があるため誤差が生じます。 

嵩上げし

た市街地 
15% 

高台 
50% 
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田老

地区 
65% 

他の 

場所 
16% 

未定 
19% 

【住宅の形態は】 

 持ち家を希望する世帯は37％、公営住宅は28％。 

※アンケート結果を組み合わせてグラフを作成しています。わかりやすく言葉を変更したり、四捨五入
など端数調整を行っています。また、重複回答や未記入があるため誤差が生じます。 

嵩上げした

市街地 
15% 

高台 
50% 

持ち家 
11% 公営住宅 

4% 

公営住宅 
24% 

持ち家 
26% 



市が策定した復興まちづくり計画における基本的な考え方 
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・一定以上の浸水が予想される区域は、災害危険区域を設定し
ます。 

 

・乙部に高台住宅地を整備します。 

 

・市街地に嵩上げ住宅地を整備します。 

 

・国道45号は、嵩上げ住宅地と併せて整備します。 

 

・嵩上げした市街地は利便性と安全性を高め、市街地としての
再生を図ります。 

 

・その他の提言内容については、可能な限り計画に反映出来る
よう検討を進めていきます。 
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（参考図面１）  土地利用構想図 

・一線堤はT.P.＋14.7ｍで整備します。位置に
ついては、検討します。 
 
・一定以上の浸水が予想される区域は、災害
危険区域を設定します。 
 
・乙部に高台住宅地を整備します。 
 
・市街地の山側に嵩上げ住宅地を整備しま
す。 
 
・国道45号は、嵩上げ住宅地と併せて整備し
ます。 
 
・国道45号と二線堤の間は、公園等の公益系
や、産業系での土地利用を検討します。 
 
・国道45号より山側は、商業、住居系での土
地利用を検討します。 
 
・野原地区は、産業系での土地利用を検討し
ます。 
 
・野中地区は、公園等の公益系や、農地等の
産業系での土地利用を検討します。 

現在の検討状況のため、今後の意向調査、
詳細検討により内容は変更となります。 



（参考図面２） 土地利用計画図（案） 

現在の検討案につき、今後の意向調査、
詳細検討により内容は変更となります。 
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10 

（参考図面３） 嵩上げした市街地の断面図（イメージ） 
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（参考図面４） 土地利用計画図（案）（乙部地区高台予定地の計画内容） 

・乙部高台には、住宅地や公益施設を配置します。 

現在の検討案につき、今後の意向調査、
詳細検討により内容は変更となります。 
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（参考図面５） 高台住宅地の断面図（イメージ） 

 



※スケジュールは現時点の想定であり、今後の地権者や関係機関との協議により、変更することがあります。 

※住宅建設は、各権利者が実施するものです。 

H24年度 H25 
H26 H27 H28 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 上半期 下半期 

現地での測量調査・土質調査 

住民との合意形成、事業計画図書作成等の手続 造成工事 

住宅建設 

●大臣 

  同意 

災害公営住宅整備 

住民との合意形成、事業計画図書作成、公聴会
などの手続 

●住民説明会 

意向確認 

換地設計 

造成工事 住宅建設 

【防災集団移転促進事業／土地区画整理事業／災害公営住宅整備事業】 

移転先の用地取得 移転先の用地交渉 

●事業 

  認可 

今後のスケジュールについて 


